
議案第５７号 

 

 

 

訴えの提起のこと 

 

 損害賠償金請求のため、次のとおり訴えの提起をする。 

 

  令和７年９月９日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 

 

 



記 

 

１ 相 手 方 

  横浜市在住の個人 

    

２ 請求の要旨 

令和７年３月３日飲酒運転をして車両のハンドル操作を誤り、明石市茶園場町

４番１７号の本市所有の倉庫に衝突し、当該倉庫、当該倉庫内に保管していた本

市所有の車両（移動図書館車）、本市が管理する道路の縁石等に損害を与えた相手

方に対し、損害賠償金５，２５３，４０８円及び損害賠償金に対する同日から支

払済みまで年３分の割合による遅延損害金の支払いを求めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、損害賠償金請求に係る訴えの提起につき、地方自治法第９６条第１項第

１２号の規定により議会の議決を求めるものである。 
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